
３月定例連絡委員幹事会 

 

 と き 令和８年３月２日(月) 午後３時～ 

 ところ 市役所 ４階 庁議室 

 

１ 市民憲章唱和 

 

２ あいさつ 

 

３ 議題 

(1) 碧南市制７８周年記念式典のご案内について（秘書課）・・・・・・・Ｐ１（資料１） 

(2) 令和７年度区民館等運営事業補助金実績報告書等の提出について 

（地域協働課）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２～７（資料２） 

 

４ その他 

(1) 令和８年碧南市消防団・消防予備隊入退式の挙行について（危機管理課） 

・・・・・・・・Ｐ８～９（資料３） 

(2) 防火管理講習の受講免除について（危機管理課）・・・・・・・・・Ｐ１０（資料４） 

 (3) 令和７年度地域振興事業補助金実績報告書の様式について（地域協働課） 

 

５ 意見交換 

 

 



 

碧  南  市  民  憲  章 

 

    

    衣
きぬ

浦港
うらこう

を門戸
も ん こ

として、広
ひろ

く世界
せ か い

に目
め

を開き
ひ ら き

、あたた 
   かく明

あか

るい郷土
きょうど

「碧南」をつくるため、わたくしたち 
    は自治

じ ち

の約束
やくそく

として、この憲章
けんしょう

を掲
かか

げます。 
 
      １

ひとつ

．安心
あんしん

して住
す

める町
まち

に 
            いのちを大切

たいせつ

にし、すこやかな 
            毎日

まいにち

をおくります。 
 
      １．活気

か っ き

ある町
まち

に 
            元気

げ ん き

で働
はたら

き、豊
ゆた

かな家庭
か て い

を 
            築

きず

きます。 
 
      １．あたたかい心

こころ

の町
まち

に 
            話

はな

し合
あ

いの輪
わ

をひろげ、なごやかな 
            社会

しゃかい

をつくります。 
 
      １．きれいな水

みず

と青
あお

い空
そら

の町
まち

に 
            自然

し ぜ ん

をだいじにし、美
うつく

しい郷土
きょうど

を 
      つくります。 
 
      １．清新

せいしん

な文化
ぶ ん か

の町
まち

に 
            若

わか

い力
ちから

を育
そだ

て、文化
ぶ ん か

と教養
きょうよう

の 
            まちをつくります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和８年３月２日  

 

 各 位 

 

                     碧南市長  小 池 友 妃 子    

                           （ 公 印 省 略 ） 

 

碧南市制７８周年記念式典について（御案内） 

謹啓 早春の候、ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、碧南市勢の伸展に、またそれぞれの分野において市民福祉の増進のために格別

の御尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、碧南市制７８周年記念式典を下記のとおり挙行いたしますので、御多用のところ

誠に恐縮に存じますが、御臨席を賜りますよう御案内申し上げます。 

                                      謹白 

記 

１ 日 時 

  令和８年４月５日（日） 

(1) 受付      午前９時から 

(2) 記念コンサート 午前９時３０分から午前１０時１０分 

「磯貝美月・杉浦由奈 フルート・ピアノが奏でる春の調べ」 

※ 演奏中は入場規制する場合がございます。予め御了承下さい。 

(3) 式典      午前１０時２０分から午前１１時３０分頃 

２ 会 場 

碧南市芸術文化ホール エメラルドホール（碧南市鶴見町１丁目７０番地１） 

３ その他 

(1) お手数ではございますが、御臨席の際、本状封筒を受付へ御提示ください。 

(2) 当日は平服でお越しください。 

(3) 駐車台数に限りがありますので、乗り合いでの御来場に御協力ください。 

 

（問合せ先 碧南市役所秘書課秘書係 0566-95-9861（直通）） 

連絡先 秘書課秘書係 

担 当 伊藤里恵 

電 話 05669-95-9861(直通) 
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資料１



 

令和８年３月２日 

 

 碧南市連絡委員各位 

 

                          市民生活部地域協働課 

                          課長  堀 田 葉 子 

 

令和７年度区民館等運営事業補助金実績報告書等の提出について（依頼） 

早春の候、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

平素は、地区行政諸般に多大なるご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。 

つきましては、来年度区民館運営事業の補助額の算出のためみだしの助成事業の完了に

係る実績報告書等、下記のとおりご提出いただきますようお願いいたします。 

記 

１ 提出書類 

 (1) 区民館等運営事業実績報告書 

(2) 区民館等運営費内訳明細書（ホームページに掲載） 

（中間報告時点で未記入の月分を記入してください） 

 (3) 領収書の写しまたは通帳の写し等（項目の記載が必要）。 

   ※電話料の基本料金は請求内訳の写し（毎月分）を添付してください。 

 (4) 借地料に変更が生じた場合は、賃貸借契約書の写し 

２ 提出期限 

  令和８年４月１０日（金） 

３ 提出先 

  市民生活部地域協働課共生協働係 

４ その他 

集会所（鷲塚住宅、宮下住宅、市営三度山住宅、県営三度山団地）については、区民

館等運営事業実績報告書のみご提出ください。 

※実績報告書を既にご提出いただいている区民館、集会所については再度のご提出は

不要です。 

データでの提出も可能です。 

連絡先 地域協働課共生協働係 

担 当 水村、岡本 

電 話 95-9872（直通） 

-2-

資料2



碧南市区民館等運営事業補助金について 

１ 区民館等運営事業補助の目的 

  地域住民の自治活動の振興を図ることを目的に区民館等の運営に要する経費を助成す 

 る。 

２ 補助金の額 

(1) 電気料（区民館等に要するもののみ） 

全額 

(1)～(6)までの合計額

が７５万円を超えた場

合は７５万円と７５万

円を超えた額の２分の

１の合計が限度額とな

る 

(2) 水道料及び下水道使用料 

(3) ガス代及び灯油代 

(4) 

電話料の基本料金 

※基本料金…回線使用料、屋内配線使

用料、ピンク電話機使用料、ベル使用

料、硬貨収納等信号送出機能使用料、

ユニバーサルサービス料、電話リレー

サービス料等定額のもの 

(5) し尿くみ取料 

(6) 浄化槽清掃料及び点検料 

(7) 借地料 全額 

区民館等の床面積の３

倍までの面積に係る借

地料と、補助を受けよ

うとする年度の固定資

産税課税標準額の４％

に相当する額のうち低

い方が限度額となる。 

(8) 

事務員賃金 

区等と雇用契約を結んでいる者への給

与であること。よって、税法上の事務

手続き（源泉徴収または確定申告な

ど）が税務署等に適正になされている

必要がある（地区より税務署等に給与

支払報告書、あるいは本人に確定申告

のための賃金明細の交付など）。 

２分の１ 

（退職金は除く） 

事務員を置いていない

場合、置いているが賃

金が年２４万円に満た

ない場合は１２万円を

補助対象額とする 

補助金額 (1)～(8)の合計 1,000 円未満端数切捨て 

※算定基礎は前年度実績に基づいて行い、当該年度予算額を限度に交付する 
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３ 区民館等運営事業補助金の交付先 

  区又は町内会 

４ その他 

(1) 補助額については、通常の使用として考えられる範囲の額での交付となります。何

らかの理由でその範囲を超える場合は、原則、前年度の同月の申請額を基に算出しま

す。 

(2) 借地料および事務員賃金が大きく変わった場合、金額によっては必ずしも全額補助

できない可能性があります。変更される際には、必ず事前に地域協働課へご相談く

ださい。 

-4-



 記 載 例   

様式第５号（第１０条関係） 

 区民館等運営事業実績報告書      

令和８年３月３１日 

                                    

碧南市長  小 池 友 妃 子  殿                   

 

                    地 区 名 〇〇〇 

 代表者住所 碧南市         

 職名・氏名              

 

 令和７年４月１日付け７碧地第１２号－ で補助金の交付決定を受けた令和７年度区民

館等運営事業を完了しましたので、下記のとおり報告します。 

 

記 

 
１ 補助事業名    区民館等運営事業 
 
２ 施設の名称    ○ ○ ○区民館 
 
３ 添 付 書 類      
  運営事業に係る領収書の写し等（集会所の場合は不要） 
 
 
 
 
 
 
 

令和７年度の区長・町内会長の住所、

氏名の確認をお願いします。 
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〃
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下

水
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0
0

全
額

ガ
ス

0
0

　
　

　
全
額

電
話

0
0
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料
金

し
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0
0

全
額

浄
化
槽

0
0

全
額
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計

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
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限
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額
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7
5
万
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＋
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館
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。
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【領収書・通帳等の写しの注意事項】
①電話料については、料金のわかるものを提出してください。

②通帳の写しについては、何の支払いか分かるように項目を記載してください。

電話料については、内訳が分かるも

のを提出してください（毎月分）。

※補助対象は基本料金とします。

（回線使用料等定額のもの×1.1消費

税）

※通話料は対象にはなりません。

電話料金

電気料金

水道代

ガス料金

２，５９４

７８，０００

４，７７９

１５，０００

２，１００

５０，０００ 碧南花子人件費（５月分）

浄化槽点検料

摘要欄に記載の無いものは、何の振替か

分かるように項目を記載してください。

色ペン等で印をつけてください。
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７碧危第１３４号  

令和８年３月２日   

 

碧南市連絡委員 各位 

 

   碧南市長  小 池 友 妃 子    

碧南市消防団長 岡 島 晋 一 

                           ( 公 印 省 略 ) 

 

令和８年碧南市消防団・消防予備隊入退式の挙行について（御案内） 

平素より、本市の防災行政に御理解と御協力を賜り深く感謝申し上げます。 

さて、このたび下記のとおり令和８年碧南市消防団・消防予備隊入退式を挙行いたします。 

御多忙中誠に恐縮に存じますが、御臨席を賜りたく御案内申し上げます。 

記 

１ 日 時  

令和８年３月２８日（土）午前１０時から午前１１時３０分 

２ 場 所 

碧南市文化会館ホール（碧南市源氏神明町４番地） 

３ その他 

  受付はございませんので、空いている席に御自由にお座りください。 

 

 

 

 

担当 碧南市市民生活部危機管理課地域防災係 永坂・小島 

〒447-8601 碧南市松本町 28 番地     

TEL 0566-95-9875 FAX 0566-41-5412    

E-Mail kikikanri@city.hekinan.lg.jp  
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資料３

mailto:kikikanri@city.hekinan.lg.j


令和８年 碧南市消防団・消防予備隊入退式 案内図 
 

会場  碧南市文化会館ホール（碧南市源氏神明町４番地） 
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事 務 連 絡  

令和８年３月２日  

 

 碧南市連絡委員 各位 

 

市民生活部危機管理課       

課長  生 田 尚 人    

   （ 公 印 省 略 ）    

 

   防火管理講習の受講免除について（お知らせ） 

平素より、本市の防災行政に御理解と御協力を賜り深く感謝申し上げます。 

さて、不特定多数の方々が出入りする施設（区民館など）には、消防法第８条の規定に

基づき防火管理者を選任する必要があり、講習を受講しなければなりません。 

しかし、消防団幹部経験者におきましては、防火管理上必要な「知識・技能」を有する

と認められているため、防火管理者講習の受講が不要となります。 

記 

１ 要件 

碧南市消防団員で、分団長、副分団長又は部長（管理的又は監督的な職）を３年以上

経験された者。 

２ 提出物 

危機管理課（碧南市消防団事務局）で発行される在籍証明書 

３ 提出先 

衣浦東部広域連合碧南消防署 

４ その他 

  碧南市以外の消防団で管理的又は監督的な職を経験された方は、当該消防団を管轄す

る事務局で相談してください。 

 

 

担当 碧南市市民生活部危機管理課地域防災係 永坂・小島 

   〒447-8601 碧南市松本町 28 番地        

          TEL 0566-95-9875 Fax 0566-41-5412 

       E-Mail kikikanri@city.hekinan.lg.jp 
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資料４
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